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◆
平
成
29
年
度
狛
江
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
５
号
）

【
提
案
理
由
】

一
般
会
計
予
算
を
補
正
す
る
必
要

が
生
じ
た
た
め
。

【
主
な
質
疑
】

・
コ
ン
ビ
ニ
交
付
事
業
の
シ
ス
テ
ム

改
修
に
つ
い
て
平
成
29
年
度
に
執

行
で
き
な
く
な
っ
た
理
由
は
。

・
旧
姓
併
記
が
で
き
な
い
限
り
コ
ン

ビ
ニ
交
付
事
業
は
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
か
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
平
成
29
年
度
狛
江
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
６
号
）

【
提
案
理
由
】

一
般
会
計
予
算
を
補
正
す
る
必
要

が
生
じ
た
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
平
成
29
年
度
狛
江
市
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

【
提
案
理
由
】

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

を
補
正
す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
多
数
の
可
決

◆
平
成
29
年
度
狛
江
市
公
共
下
水
道

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

【
提
案
理
由
】

公
共
下
水
道
特
別
会
計
予
算
を
補

正
す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
規
約
の
一
部
を
変
更
す
る
規
約

【
提
案
理
由
】

平
成
30
年
度
及
び
平
成

30

31
年
度
の

本
会
議
か
ら

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
の
軽
減

に
係
る
経
費
を
各
区
市
町
村
の
一
般

財
源
か
ら
負
担
金
と
し
て
支
弁
す
る

こ
と
と
す
る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
多
数
の
可
決

◆
狛
江
市
公
共
下
水
道
事
業
（
事
業

の
一
部
）
に
関
す
る
業
務
委
託
（
覚

東
幹
線
分
）
契
約
変
更
に
つ
い
て

【
提
案
理
由
】

議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
39
年
条
例
第
３
号
）
第

２
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
会
の
議

決
を
求
め
る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
教
育
委
員
会
教
育
長
の
任

命
に
つ
き
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て
（
有
馬
守
一
氏
）

【
提
案
理
由
】

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
31
年
法
律
第

１
６
２
号
）
第
４
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
、
議
会
の
同
意
を
求
め
る
た

め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
同
意

◆
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦

に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い

て
（
若
柳
善
朗
氏
）

【
提
案
理
由
】

人
権
擁
護
委
員
法
（
昭
和
24
年
法

律
第
１
３
９
号
）
第
６
条
第
３
項
の

規
定
に
よ
り
、
議
会
の
意
見
を
求
め

る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
同
意

◆
狛
江
市
長
の
給
料
の
支
給
の
特

例
に
関
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

市
長
の
給
料
の
支
給
に
つ
い
て
、

◆
狛
江
市
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成

25
年
法
律
第

25

71
号
）
第

25

71

14
条
第
３
項

及
び
第
28
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、

い
じ
め
問
題
対
策
委
員
会
を
設
置
す

る
た
め
。

【
主
な
質
疑
】

・
ど
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
な
の
か
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
非
常
勤
の
特
別
職
の
職
員
の
報
酬

及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

新
た
に
設
置
す
る
委
員
会
等
の
報

特
例
を
定
め
る
た
め
。

【
主
な
質
疑
】

・
ど
の
よ
う
な
混
乱
を
招
き
、
ど
の

よ
う
な
心
配
を
か
け
た
と
思
っ
て

い
る
の
か
。

・
性
的
な
関
心
で
職
員
に
接
し
た
こ

と
は
な
い
と
言
っ
て
い
た
が
、
一

連
の
疑
惑
等
々
に
つ
い
て
は
何
も

な
い
と
い
う
こ
と
か
。

・
今
回
の
減
給
は
公
用
車
の
私
的
な

利
用
へ
の
反
省
も
含
ま
れ
て
い
る

の
か
。

・
庁
内
で
セ
ク
ハ
ラ
行
為
が
発
生
し

て
い
た
こ
と
は
認
め
る
の
か
。

・
口
を
つ
け
た
コ
ッ
プ
を
差
し
出
す

行
為
が
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に

あ
た
る
と
い
う
認
識
は
あ
る
の
か
。

・
市
長
は
情
報
公
開
文
書
の
黒
塗
り

を
外
し
た
も
の
を
見
て
い
る
の
か
。

・
市
長
は
み
ず
か
ら
の
行
為
を
認
め
、

給
与
の
減
額
で
は
な
く
職
を
辞
す

る
べ
き
で
は
な
い
か
。

・
20
％
、
２
カ
月
減
額
と
い
う
提
案

理
由
の
経
緯
と
根
拠
は
。

【
結
果
】
賛
成
多
数
の
可
決

◆
狛
江
市
え
き
ま
え
広
場
の
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

え
き
ま
え
広
場
の
設
置
及
び
管
理

に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た

め
。

【
主
な
質
疑
】

・
保
育
園
の
子
供
た
ち
が
利
用
し
て

い
る
が
、
配
慮
し
た
部
分
は
あ
る

の
か
。

・
営
利
を
目
的
と
し
た
行
為
を
禁
止

し
て
い
る
が
、
屋
台
な
ど
の
禁
止

を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及

び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
利
用
者

負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

市
区
町
村
民
税
所
得
割
課
税
額
が

一
定
額
以
下
の
世
帯
を
対
象
に
特
定

教
育
・
保
育
施
設
の
利
用
者
負
担
の

軽
減
を
図
る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構

築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
27

年
法
律
第
31
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
を
行
う
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
多
数
の
可
決

◆
狛
江
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

平
成
30
年
度
か
ら
平
成

30

32
年
度
ま

で
の
保
険
料
を
改
定
す
る
こ
と
及
び

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の

た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
29
年
法
律
第

29

52

号
）
の
施
行
等
に
伴
い
、
所
要
の
改

正
を
行
う
た
め
。

【
主
な
質
疑
】

・
介
護
保
険
準
備
基
金
の
各
年
度
の

取
り
崩
し
予
定
額
は
。

・
所
得
段
階
に
応
じ
て
保
険
料
率
を

段
階
的
に
上
げ
て
い
く
こ
と
に
つ

い
て
市
の
考
え
は
。

・
今
後
、
多
段
階
化
に
つ
い
て
他
市

の
状
況
を
見
て
検
討
し
て
ほ
し
い

が
い
か
が
か
。

◎
狛
江
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
対
す
る
修
正
案

（
鈴
木
え
つ
お
委
員
提
出
）

【
結
果
】
賛
成
多
数
の
可
決

◎
狛
江
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
修
正
部
分
を
除

く
原
案

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平

成
30
年
厚
生
労
働
省
令
第
４
号
）
の

施
行
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う

た
め
。

【
主
な
質
疑
】

・
専
門
職
の
配
置
は
き
ち
ん
と
さ
れ

る
の
か
。

・
65
歳
以
上
に
な
る
こ
と
で
、
在
宅

で
の
障
が
い
者
に
対
す
る
訪
問

サ
ー
ビ
ス
対
応
は
あ
る
の
か
。

・
障
害
者
総
合
支
援
法
が
介
護
保
険

制
度
に
変
わ
る
と
料
金
が
上
が
る

も
の
な
の
か
。

・
夜
間
の
定
期
巡
回
は
訪
問
型
に
関

し
て
も
規
定
さ
れ
る
の
か
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

◆
狛
江
市
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例【
提
案
理
由
】

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
30
年
厚
生
労
働
省
令
第
４

号
）
の
施
行
に
よ
り
、
所
要
の
改
正

を
行
う
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の

事
業
の
人
員
及
び
運
営
の
基
準
に
関

す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第

１
２
３
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
市

の
区
域
に
お
け
る
指
定
居
宅
介
護
支

援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構

築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
27

年
法
律
第
31
号
）
及
び
地
方
税
法
及

び
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
29
年
法
律
第

２
号
）
の
施
行
等
に
伴
い
、
所
要
の

改
正
を
行
う
た
め
。

◎
狛
江
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
対
す
る

修
正
案（
鈴
木
え
つ
お
委
員
提
出
）

【
結
果
】
賛
成
多
数
の
可
決

◎
狛
江
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
修
正
部

分
を
除
く
原
案

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
中
小
企
業
者
事
業
資
金
融

資
あ
っ
旋
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

【
提
案
理
由
】

設
備
資
金
の
融
資
あ
っ
旋
額
の
引

上
げ
及
び
償
還
の
期
間
の
延
長
を
行

う
こ
と
並
び
に
中
小
企
業
の
経
営
の

改
善
発
達
を
促
進
す
る
た
め
の
中
小

企
業
信
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律（
平
成
29
年
法
律
第

29

56
号
）

の
施
行
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行

う
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

酬
に
つ
い
て
定
め
る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
体
育
施
設
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

元
和
泉
市
民
運
動
ひ
ろ
ば
を
体
育

施
設
に
追
加
す
る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

都
市
緑
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の

整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
29
年

政
令
第
１
５
６
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

都
市
公
園
の
う
ち
運
動
施
設
の
面
積

が
占
め
る
割
合
の
上
限
に
つ
い
て
定

め
る
た
め
。

【
主
な
質
疑
】

・
運
動
施
設
の
敷
地
面
積
の
制
限
に

定
め
る
割
合
は
１
０
０
分
の
50
で

問
題
な
い
の
か
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
空
家
等
の
適
切
な
管
理
及

び
利
活
用
に
関
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

市
内
の
空
家
等
の
適
切
な
管
理
及

び
利
活
用
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を

定
め
る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

総
務
文
教
常
任
委
員
会

社
会
常
任
委
員
会

建
設
環
境
常
任
委
員
会


